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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 22日 (2006.11.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 に 提 供 す る 提 供 装
置 で あ っ て 、
　 セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受
信 す る 受 信 手 段 と 、
　 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 し た パ ラ メ ー タ の 候 補 に 基 づ い て 、 セ キ ュ リ テ ィ 通
信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、
　 前 記 生 成 手 段 に よ り 生 成 さ れ た セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 、 前 記 第 １
の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 が セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 さ れ た 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 第
１ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 に 提 供 す る 提 供 装 置 で あ っ て 、
　 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 間 の 通 信 を 識 別 す る 識 別 情 報 、 及 び 、 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る
た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 し た パ ラ メ ー タ の 候 補 に 基 づ い て 、 通 信 の セ キ ュ リ
テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、
　 識 別 情 報 に よ り 識 別 さ れ る 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 前 記 生 成 手 段 に よ り 生
成 さ れ た 前 記 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 前 記 第 １ の 装 置 及 び 第
２ の 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 に 提 供 す る 提 供 方
法 で あ っ て 、
　 セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受
信 し 、
　 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 し た パ ラ メ ー タ の 候 補 に 基 づ い て 、 セ キ ュ リ テ ィ 通
信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 生 成 し 、
　 前 記 生 成 さ れ た セ キ ュ リ テ ィ 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 、 前 記 第 １ の 装 置 及 び 第 ２
の 装 置 に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 提 供 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】



　 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 が セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 さ れ た 通 信 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 を 第
１ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 に 提 供 す る 提 供 方 法 で あ っ て 、
　 第 １ の 装 置 と 第 ２ の 装 置 間 の 通 信 を 識 別 す る 識 別 情 報 、 及 び 、 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る
た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 し 、
　 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 か ら 受 信 し た パ ラ メ ー タ の 候 補 に 基 づ い て 、 通 信 の セ キ ュ リ
テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 生 成 し 、
　 識 別 情 報 に よ り 識 別 さ れ る 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 前 記 生 成 さ れ た 前 記 通
信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 前 記 第 １ の 装 置 及 び 第 ２ の 装 置 に 送 信
す る こ と を 特 徴 と す る 提 供 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ３ の 提 供 方 法 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ４ の 提 供 方 法 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 通 信 相 手 と の 間 で 行 う 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 提 供 装 置 か ら
受 け 取 る 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 提 供 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 提 供 装 置 か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 提 供 装 置 か ら 受 信 し た 情 報 を 元 に 、 通 信 相 手 と の 通 信 に セ キ ュ リ テ
ィ を 確 保 す る セ キ ュ リ テ ィ 確 保 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 通 信 相 手 と の 間 で 行 う 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 提 供 装 置 か ら
受 け 取 る 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 通 信 相 手 と の 間 で 確 立 さ れ た 通 信 を 識 別 す る 識 別 子 、 及 び 、 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た
め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 提 供 装 置 に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
　 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 提 供 装 置 か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ り 提 供 装 置 か ら 受 信 し た 情 報 を 元 に 、 通 信 相 手 と の 間 で 確 立 さ れ た 通
信 に セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る セ キ ュ リ テ ィ 確 保 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置
。
【 請 求 項 ９ 】
　 通 信 相 手 と の 間 で 行 う 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 提 供 装 置 か ら
受 け 取 る 通 信 方 法 で あ っ て 、
　 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 提 供 装 置 に 送 信 し 、
　 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 提 供 装 置 か ら 受 信 し 、
　 前 記 提 供 装 置 か ら 受 信 し た 情 報 を 元 に 、 通 信 相 手 と の 通 信 に セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る こ
と を 特 徴 と す る 通 信 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 通 信 相 手 と の 間 で 行 う 通 信 の セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 提 供 装 置 か ら
受 け 取 る 通 信 方 法 で あ っ て 、
　 通 信 相 手 と の 間 で 確 立 さ れ た 通 信 を 識 別 す る 識 別 情 報 、 及 び 、 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る
た め の パ ラ メ ー タ の 候 補 を 、 提 供 装 置 に 送 信 し 、
　 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 提 供 装 置 か ら 受 信 し 、
　 前 記 提 供 装 置 か ら 受 信 し た 情 報 を 元 に 、 通 信 相 手 と の 間 で 確 立 さ れ た 通 信 に セ キ ュ リ テ
ィ を 確 保 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ９ の 提 供 方 法 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ ０ の 提 供 方 法 を 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 パ ラ メ ー タ の 候 補 は 、 ア ル ゴ リ ズ ム 又 は 暗 号 化 ア ル ゴ リ ズ ム の 候 補 で あ る こ と
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を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ の 提 供 装 置 請 求 項 ５ 又 は ６ の プ ロ グ ラ ム 、 請 求 項 ７ 又 は ８
の 通 信 装 置 も し く は 、 請 求 項 １ １ 又 は １ ２ の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 必 要 な 情 報 は 、 ア ル ゴ リ ズ ム 又 は 暗 号 化 ア ル ゴ リ ズ ム で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 又 は ２ の 提 供 装 置 請 求 項 ５ 又 は ６ の プ ロ グ ラ ム 、 請 求 項 ７ 又 は ８ の 通 信 装 置
も し く は 、 請 求 項 １ １ 又 は １ ２ の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 必 要 な 情 報 は 、 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 鍵 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
又 は ２ の 提 供 装 置 請 求 項 ５ 又 は ６ の プ ロ グ ラ ム 、 請 求 項 ７ 又 は ８ の 通 信 装 置 も し く は
、 請 求 項 １ １ 又 は １ ２ の プ ロ グ ラ ム 。

(3) JP 2005-295038 A5 2007.1.18

、
、

前 記 認 証
、 、

前 記
、 、


	header
	written-amendment

